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議事日程 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案第 45 号 川棚町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の  

一部を改正する条例 

第４ 議案第 46 号 町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条例  

第５ 議案第 47 号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 
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（１０：００） 

議 長 ご起立願います。おはようございます。ご着席ください。 

ただいまの出席議員は１３名です。定足数に達しておりますので、令和４

年１２月川棚町議会臨時会を開会いたします。これから本日の会議を開きま

す。 

（１０：００） 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、川棚町議会会議規則第１２５条の規定に

よって、小谷龍一郎議員及び毛利喜信議員を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

議 長 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、お手元に配布をしております会期日程

案のとおり、本日１日限りと決定したいと思いますが、これに異議ありませ

んか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日１

日限りと決定をいたしました。 

（１０：０１） 

議 長 なお、議事日程につきましても、お手元に配付のとおりであり

ます。 

 

日程第３ 議案第４５号  

 

議 長 次に、日程第３、議案第４５号「川棚町議会議員の議員報酬及
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び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。提

案理由の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 はい。議案第４５号「川棚町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由を説明いたしま

す。 

令和４年度の人事院勧告では、民間給与との比較に基づく給与等の引上げ

の勧告がなされており、国においてはその勧告に沿って国家公務員法の改正

が行われ、その中において特別職の期末手当についても引上げの措置が講じ

られております。 

本町の議会議員の期末手当については、これまで国の特別職の支給月数に

準じていることから、今回、国の特別職の支給月数に合わせるため、一部改

正の条例をご提案しようとするものです。 

以上で、提案の理由とさせていただきますが、詳細につきましては、総務

課長に説明をさせますので、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いい

たします。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。それでは私から説明いたしますが、参考資料として令和

４年の人事院勧告等に伴う給与条例等の改正の対応についてという資料をお

配りをしております。これによりまして、今回の人事院勧告の概要について

ご説明をしたいと思います。 

まず１番、人事院勧告の要旨でありますが、（１）月例給、先ほど副町長

申し上げましたように、民間企業における初任給の動向等を踏まえ、総合試

験及び一般試験（大卒程度）に係る初任給を３，０００円、一般職試験（高

卒者）に係る初任給を４，０００円引き上げる、そういう勧告がなされてお

ります。そしてそれを踏まえ、２０歳代半ばに重点を置き、初任の係長級の

若手職員にも一定の改善が及ぶよう、３０歳代半ばまでの職員が在職する号

俸について改定が行われております。そういった月例給の勧告であります。 

（２）ボーナス（期末手当・勤勉手当）についてでありますが、０．１月

分の引上げ。再任用においては０．０５月分の引上げ。そういう勧告であり

ます。それを表に直したものが３つの表として掲げております。先ほどの勧

告では特に明記はされておりませんが、それに伴いまして特別職の国家公務
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員法の改正が行われまして、それが一番上の特別職の改正の表であります。

４年度６月期、１２月期ともに１．６２５月でありますが、これを１２月期

を１．６７５月に引き上げ、年間の手当額を３．２５月から３．３０月にし

ようとするものであります。そして、令和５年度につきましては、６月期、

１２月期、一律に１．６５月、合計して３．３０月にしようとするものであ

ります。 

次に、一般職の表であります。令和４年度期末手当につきましては、現行

は期末手当については改定の勧告があっておりませんので、そのままであり

ます。今回あっているのは、勤勉手当の引上げの勧告であります。現行が６

月期、１２月期ともに０．９５月であり、合計して年間で１．９０月であり

ますが、これを１２月期を１．０５月に引き上げまして、年間勤勉手当を

２．０月にしようとするものであります。そして令和５年度につきまして

は、勤勉手当６月期、１２月期も一律に１．００月、合計して２．０月にし

ようとするものであります。 

次に再任用の表でありますけれども、令和４年度は、これは期末手当の改

定はありません。勤勉手当の改定、これを現行０．４５月、年間で０．９０

月でありますが、これを１２月期に０．５月に引き上げまして、年間勤勉手

当を０．９５月にしようとするものであります。そして、令和５年度におき

ましては、勤勉手当を６月期、１２月期、一律に０．４７５月にしようとす

るものであります。 

そして、２番の改正を行う条例であります。 

今回ご提案するのが、まず１番の川棚町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例、これは期末手当の改正であります。そして２番、町長及び

副町長の給与に関する条例、これも期末手当のみの改正であります。そして

３番、職員の給与に関する条例、これは給料表の改正、そして勤勉手当の改

正を行うとするものであります。そして４番、川棚町会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例、これは附則の追加を行うものであります。表

の下に書いておりますように、３及び４は今回一括条例によりご提案をする

ものであります。 

３番、国・長崎県の対応であります。 

（１）国家公務員におきましては、既に人事院勧告どおり国家公務員法の
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改正が行われて、令和４年１１月１８日から施行をされております。  

（２）長崎県の対応でありますが、人事院勧告どおり、これは県の人事委

員会の勧告も同様に行われまして、関係条例の改正を行おうという、今度県

議会の１１月定例会に上程をされております。 

そして次に、実施（施行）時期でありますが、月例給に関しましては、令

和４年４月１日に遡ります。そしてボーナスに関しましては、令和４年度に

係る分は４年１２月１日、そして５年度に係る分は令和５年４月１日からの

施行というものであります。以上、人事院勧告の概要のご説明でございま

す。 

それでは戻りまして、議案第４５号の川棚町議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例の詳細を説明いたします。それで

は新旧対照表でご説明をいたしますので、議案２枚目のページをお開きくだ

さい。 

まず、上の表が第１条による改正で、下の表が第２条による改正でありま

す。 

第１条による改正では、期末手当の支給について規定する第５条第２項に

おいて、現行では新旧対照表右側の改正前のとおり「１００分の１６２．

５」でありますが、これを左側の改正後のように、「６月に支給する場合に

は１００分の１６２．５、１２月に支給する場合には１００分の１６７．

５」に改めようとするものであります。このことによりまして、年間の支給

割合を「１００分の３２５」から「１００分の３３０」になるものでありま

す。 

次に、下段の第２条による改正であります。これは、第１条により改正し

た期末手当の支給割合、「６月に支給する場合には１００分の１６２．５、

１２月に支給する場合には１００分の１６７．５」としましたが、これを６

月分も１２月分も一律に「１００分の１６５」に改めようとするものであり

ます。それでは、議案１枚目の改正条例本文に戻ります。 

附則をご覧ください。附則第１条第１項において、この条例は公布の日か

ら施行する、さらにただし書きにより、第２条の規定は令和５年４月１日か

ら施行するとしております。さらに附則第１条第２項において、第１条によ

る改正後の規定は、期末手当の基準日である令和４年１２月１日から適用す
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るとしているものであります。 

附則第２条につきましては、改正前において支給された期末手当は改正後

の条例の規定による内払とみなすことを規定したものであります。以上、私

からの説明を終わります。 

議    長 これから質疑を行います。田口議員。 

８ 番 田 口 はい。先ほどからこの人勧の説明がありましたが、特別職の国

家公務員という説明があったんですけども、私の理解では特別職の国家公務

員というのは、例えば駐留軍労務者とか、何か一定のそれこそ特殊な国家公

務員で、一般の中央省庁とか、ああいう役所に勤めている人たちは一般職だ

と思いますが、その特別職というのはそういう理解でいいのでしょうかとい

うことをお聞きします。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。ご説明をいたします。国家公務員でいう特別職でありま

すけれども、その職種については、こちらで明確には把握をしておりません

けども、端的に言いますと、勤勉手当を支給されない特別職です。例で言い

ますと、本町の特別職であります町長、副町長、これはもういわゆる雇われ

人ではなくてですね、もうそういう特別な、もう自ら使用者の立場として行

う立場にある、そういう方々は勤勉手当がないというものであります。あく

まで一律に期末手当だけの支給となります。そういった方々の国家公務員法

の改正がなされたわけなんです。したがって、議員の皆様方も勤勉手当があ

りません。ですから期末手当だけの改正ということで、その規定を準用した

というふうにご理解いただければいいと思います。以上です。 

議    長 ほかに質疑はありませんか。はい。田口議員。 

８ 番 田 口 その国家公務員の給与法というんですかね、なんかでその局長

とか偉い人たちは指定職という給与表だったと思うんです。で、一般の人は

一般職ということだったと思うんですが、その普通に勤務している公務員の

人たちはそういうふうに一般職と指定職だったと思うので、特別職というの

はそういったそもそもの職種の違う人たちというふうなことではないかなと

思って、それでその概念が変わっていないのかどうかということをちょっと

聞きたいなと思ったんです。通常、今町長とか言われましたんで、通常何と

なく特別職と考えると何か国の中でも偉い人じゃないかなという印象がある
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んですけども、違うのではないかなと思って今聞いているんですけど。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。それではお答えいたします。明確に最初の答弁で申し上

げましたように、明確な局長以上であるとか、どういう役職にあるかという

ことまでは私の方では把握をしておりません。ただ、端的に言いますと勤勉

手当が支給されない。これは相当に上位の方になろうと思いますが、そこは

定かでありません。そういったことでご理解をいただきたいと思います。  

議    長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第４５号「川棚町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第４５号「川棚町議会

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」は、原

案のとおり可決されました。 

（１０：１６） 
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日程第４ 議案第４６号  

 

議 長 次に、日程第４、議案第４６号「町長及び副町長の給与に関す

る条例の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。副町長。 

副 町 長 議案第４６号「町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改

正する条例」について、提案理由を説明いたします。 

議案第４５号の際にご説明したとおり、国においては、今年度の人事院勧

告に沿って給与等の引上げに係る国家公務員法の改正が行われており、その

中において特別職の期末手当についても引上げの措置が講じられておりま

す。 

本町の町長及び副町長の期末手当については、これまで国の特別職の支給

月数に準じていることから、今回、国の特別職の支給月数に合わせるため、

一部改正の条例をご提案しようとするものです。 

以上で、提案の理由とさせていただきますが、詳細につきましては、総務

課長に説明をさせますので、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしく

お願いします。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。それでは私から説明いたします。新旧対照表でご説明い

たしますので、議案２枚目のページをお開きください。 

まず、上の表が第１条による改正で、下の表が第２条による改正でありま

す。 

第１条による改正では、期末手当の支給について規定する第２条におい

て、現行では新旧対照表右側の改正前のとおり「１００分の１６２．５」で

ありますが、これを左側の改正後のように、「６月に支給する場合には１０

０分の６２．５、１２月に支給する場合には１００分の１６７．５」に改め

ようとするものであります。このことによりまして、年間の支給割合を「１

００分の３２５」から「１００分の３３０」にしようとするものでありま

す。 

次に、第２条による改正であります。第１条により改正する期末手当の支
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給割合、「６月に支給する場合には１００分の１６２．５、１２月に支給す

る場合には１００分の１６７．５」と改めますが、これを６月分も１２月分

も一律に「１００分の１６５」に改めようとするものであります。それで

は、議案１枚目の改正条例本文をご覧ください。 

附則をご覧ください。附則第１条第１項において、この条例は公布の日か

ら施行することとし、さらにただし書きにより、第２条の規定は令和５年４

月１日から施行するとしております。次に、附則第１条第２項において、第

１条による改正後の規定は、期末手当の基準日であります令和４年１２月１

日から適用するとしているものであります。 

附則第２条は、改正前において支給された期末手当は、改正後条例の規定

による内払とみなすことを規定しているものであります。  

なお、教育長の期末手当につきましては、教育長の給与に関する条例、そ

の中におきまして、町長及び副町長の例によるものとされております。した

がいまして、今回教育長の給与に関する条例は改正を要しないものでありま

す。以上で説明を終わります。 

議    長 総務課長、先ほどの説明の中で、新旧対照表、先ほど「１００

分の６２．５」と聞こえたんですけど、「１６２．５」ですよね。 

総 務 課 長 はい。すみません。改正前は「１６２．５」であります。訂正

してお詫び申し上げます。 

議    長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 
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議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第４６号「町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改

正する条例」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第４６号「町長及び副

町長の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決され

ました。 

（１０：２２） 

 

日程第４ 議案第４７号  

 

議 長 次に、日程第５、議案第４７号「職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。副

町長。 

副 町 長 議案第４７号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例」について、提案理由を説明いたします。 

今回の職員の給与改定については、人事院の勧告と県の人事委員会の勧告

を受けての改正であり、民間企業との格差を埋めるため、給料表の水準の引

上げと、勤勉手当の支給割合の引上げに関する法案が、人事院勧告どおり国

会において可決され、公布されたものであり、長崎県におきましても同様に

給与条例の改正が県議会において可決されたところであり、本町職員の給与

についても、国、県に準じて改正しようとするものです。  

以上で、提案の理由とさせていただきますが、詳細については、総務課長

に説明をさせますので、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いいたし

ます。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。それでは、私から新旧対照表により説明をいたしますの
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で、横長の新旧対照表をご覧ください。 

まず、第１条による改正であります。これは第１６条の４の勤勉手当の改

正であります。第２項第１号の再任用以外の職員の支給割合について、現行

の「１００分の９５」を「６月に支給する場合には１００分の９５、１２月

に支給する場合には１００分の１０５」に改めようとするものであります。

このことによりまして、年間の支給割合が現行の「１００分の１９０」から

「１００分の２００」にしようとするものであります。 

次に、第２号、再任用職員の支給割合についてであります。現行「１００

分の４５」を「６月に支給する場合には１００分の４５、１２月に支給する

場合には１００分の５０」に改めようとするものであります。このことによ

りまして、勤勉手当の年間支給割合を「１００分の９０」から「１００分の

９５」にしようとするものであります。 

さらに、その下に別表第１一般職給料表の改正をお示ししております。今

回の人事院勧告を反映した新たな給料表に全て改めるものであります。次

に、新旧対照表、左側にページを振っております。これの９ページをご覧く

ださい。 

９ページに第２条においての改正を記載しております。第１６条の４勤勉

手当の改正でありますが、第２項第１号、再任用以外の職員の支給割合につ

いて、第１条により改正した勤勉手当の支給割合を「６月に支給する場合に

は１００分の９５」、そして「１２月に支給する場合には１００分の１０

５」としたものでありますが、これを６月分も１２月分も一律に「１００分

の１００」に改めようとするものであります。 

次に第２号、再任用職員の支給割合についてであります。第１条の改正に

より改正した勤勉手当の支給割合についてでありますが、「６月に支給する

場合には１００分の４５、１２月に支給する場合には１００分の５０」とし

たものでありますが、これも６月分も１２月分も一律に「１００分の４７．

５」に改めようとするものであります。次に、新旧対照表の１０ページ、一

番最後のページをご覧ください。 

これは、川棚町会計年度任用職員の給与、費用弁償に関する条例の改正で

あります。これは職員の給与に関する条例の規定を準用しておりますので、

今回の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う取扱いについて、同条会計
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年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の附則に追加を行うものであ

ります。この附則の追加で、令和５年３月３１日までの間、改正前の規定の

例による旨を規定しているものであります。議案の改正条例本文の附則をご

覧ください。 

第１条第１項におきまして、この条例は公布の日から施行するとしており

ます。そしてただし書きにより、第２条の規定は令和５年４月１日から施行

するとしております。そして第２項におきまして、第１条の改正後の規定は

令和４年４月１日から適用するとしております。 

そして附則第２条は、改正前において支給された給与は改正後条例の規定

による内払とみなすという旨を規定したものであります。以上で説明を終わ

ります。 

議    長 これから質疑を行います。水谷議員。 

１ ２ 番 水 谷 ちょっと私がよくわからないでいるのが、会計年度の再任用職

員の件なんですが、採択基準あるいは制度、給与基準、これが川棚町として

持っているのか、あるいは国に準じて設定されるのか、そこら付近をちょっ

とお尋ねをしたいと思います。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 お答えします。まず制度としまして、会計年度任用職員と再任

用職員、これはまた別個の制度であります。 

まず再任用職員につきましては、これは地方公務員法の定め、そして総務

省のガイドラインというものがあります。それに準じて本町の規定をしてお

りまして、再任用職員に関するものも職員の給与に関する条例の中で規定を

しているものと思います。 

そして会計年度任用職員。これにつきましては、各地方公共団体の条例で

定めるとしております。 

ですから、これについては市町村で異なる場合がありますけれども、本町

の場合、全国町村会のほうで示された標準的な条例、これを準用して規定し

ていると、そういう状態でございます。以上です。 

議    長 ほかに質疑はありませんか。水谷議員。 

１ ２ 番 水 谷 給与基準も一緒ですか。 

議 長 総務課長。 
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総 務 課 長 例えば、まず再任用についてご説明いたしますが、今回の条例

の別表１の表を次のように改めるということで、給料表を付けております。

この給料表の一番最後でありますが、ここに再任用職員の給料表を定めてお

ります。基本的に再任用職員は、この１級から７級まで、この固定額といい

ますか、いわゆる昇給がない状況であります。この再任用の表はここに準じ

ているものであります。したがいまして、再任用を選択した職員、これは本

人の希望等によりまして一定の職に就かせます。ですから、過去には係長職

に充てた場合もあります。そして、役付きではない場合もあります。その場

合は適宜この表に照らし合わせまして、例えば係長職であれば４級であると

か、係長でないものであれば３級であるとか、そういった給与の適用を辞令

を交付して適用しているというものであります。 

そして会計年度任用職員につきましては、これは条例及び規則で規定をし

ておりまして、適宜その前歴換算であるとか、そういったものから給料、い

わゆる格付けというものを行いまして、それで基本的に在職され、勤続が伸

びれば昇給もあると、そういうものであります。以上です。 

議    長 ほかに質疑はありませんか。福田議員。 

１ 番 福 田 今回のあれで、給料そのものも一般職員は上がるんでしょう

か。表が改正されている分と。それと、４月１日からとなっているので、１

２月じゃなくて、これはどういうふうな影響があるんでしょうか。  

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。それでは、新旧対照表の２ページ目をご覧ください。  

これはちょうどページの関係で、表の見方として１級から７級までがその

前の１ページに張り付いておりますのでちょっと見にくいんですが、２ペー

ジ目の右側の左には級を示しております。１番からずっと連番で示されてお

ります。すみません。これは号ですね。号を示す列であります。その横に左

から順に１級、２級、３級、４級、７級までという、そういう見方でお願い

します。 

まず新旧対照表の右側、１級の１号、これを改正前においては１４万６，

１００円としております。これが左側改正後をご覧いただくと、１級の１号

は１５万１００円としております。これで４，０００円の違い、引上げです

ね。これが最初参考資料でご説明しましたように、一般試験（高卒者）に係
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る初任給、これが４，０００円引き上げると申し上げましたが、こういった

ことで一番下位の人は約４，０００円程度上がると、そういう見方をしてい

ただければと思います。そして、例えば３ページ目に２５号、１級の２５

号、これが大卒初任者の大体格付けであります。これが右側の１級２５号、

１８万２，２００円とありますが、これが左側のように改正後においては、

１８万５，２００円というふうに、３，０００円引き上げられたものであり

ます。これは最初参考資料で申し上げましたように、大卒程度の初任給が

３，０００円程度引き上げるというものであります。これが段々級が上がる

とこの引上げ幅が少なくなりまして、参考資料に書いておりますように、３

級以上はほとんど改定がなしということになります。３０代半ばまでの職員

の改定となっているというものであります。そういう見方でこの表ご覧いた

だければと思います。 

それでこの適用でありますけれども、４月１日に遡りますと。これは国家

公務員、県等も全て同じであります。したがいまして、その差額については

年内に差額支給という措置を行います。この予算の措置でありますが、この

条例、可決決定いただきましたら、今回１２月定例会に補正予算としてご提

案をするものであります。以上です。 

議    長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですね。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 
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これから、議案第４７号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第４７号「職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。  

（１０：３９） 

議 長 ここで、お諮りをいたします。本臨時会において議決されまし

た案件につきまして、議決の結果生じました条項、字句、数字その他、整理

を要するものについては、川棚町議会会議規則第４５条の規定により、その

整理を議長に委任されたいと思いますが、これに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、これら整理を要するものに

つきましては、議長に委任することに決定をいたしました。  

議 長 これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。会議

を閉じます。 

令和４年１２月川棚町議会臨時会を閉会いたします。ご起立願います。お

疲れ様でした。 

（１０：４０） 
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